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附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規則は、鳥取県建設工事等の入札制度を定める手続に関する条例（平成19年鳥取県条例第12号）第

３条第１項（同条例第５条において準用する場合を含む。）の規定により定めた鳥取県建設工事等入札制度

基本方針に基づき、入札参加資格、請負契約の相手方の決定その他の建設工事等の入札制度に関し必要な事

項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１) 建設工事 県が行う建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。

(２) 測量等業務 建設工事に係る測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタントの業務をい

う。

(３) 建設工事等 建設工事及び測量等業務をいう。

(４) 入札 建設工事等の契約の相手方を決定するために行う一般競争入札又は指名競争入札をいう。

(５) 入札者 入札に参加する者をいう。

（会計規則その他の規則との関係）

第３条 建設工事等の入札制度に関しこの規則に定めのない事項については、法令に特別の定めがあるものを

除くほか、鳥取県会計規則（昭和39年鳥取県規則第11号）その他の規則の定めるところによる。

第２章 入札参加資格

（設定）

第４条 知事（鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則第32号）第６条第１項又は第５項の規定により

知事の権限に属する事務が委任されている場合にあっては、当該委任を受けた鳥取県行政組織条例（平成６

年鳥取県条例第５号）第13条第２項に規定する部局長等若しくは同条例第２条の規定により設置される部局

等を構成する内部組織の長、鳥取県総合事務所設置条例（平成15年鳥取県条例第40号）第３条に規定する総

合事務所長、鳥取県港湾事務所の設置等に関する条例（平成７年鳥取県条例第６号）第１条の規定により設

置された港湾事務所の長又は鳥取県行政組織規則（昭和39年鳥取県規則第13号）第139条の規定により設置さ

れた空港管理事務所の長。以下同じ。）は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」とい

う。）第167条の５第１項及び第167条の11第２項の規定に基づき定める建設工事の請負契約及び測量等業務

の委託契約（第15条第２項、第34条及び第36条において「建設工事等の契約」という。）の入札者に必要な

資格（以下「入札参加資格」という。）を、建設工事の種別（別表第１の建設業の許可区分の欄に掲げる工



事の区分に応じ、それぞれ発注工種の欄に定める工種をいう。以下「発注工種」という。）又は測量等業務

の種別（別表第２に定める業務をいう。）ごとに定めるものとする。

（公示）

第５条 知事は、前条の規定により入札参加資格を定め、又はこれを変更したときは、施行令第167条の５第２

項（施行令第167条の11第３項において準用する場合を含む。）の規定により、これを公示するものとする。

２ 知事は、前項の規定により公示するときは、次条の申請に関し必要な事項を併せて公示するものとする。

（申請及び審査）

第６条 入札参加資格の付与を希望する者は、前条第２項の規定による公示で定めるところにより知事に申請を

して、その適格性についての審査を受けなければならない。

２ 知事は、前項の申請をした者についてその適格性を審査して入札参加資格を付与するか否かを決定し、その

結果を当該申請をした者に通知するものとする。

３ 知事は、前項の規定により入札参加資格を付与することを決定した者（以下「有資格者」という。）を入札

参加資格者名簿に登載するものとする。

（有効期間等）

第７条 入札参加資格の有効期間は、当初審査（２年ごとに一斉に行う入札参加資格の審査をいう。以下この項

及び第10条において同じ。）による有資格者については入札参加資格を付与された年の翌々年の３月31日ま

でとし、当初審査以外の審査による有資格者については入札参加資格を付与された時点における当初審査に

よる有資格者の有効期間の末日までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合における入札参加資格の有効期間は、それぞ

れ当該各号に定める日の前日までとする。

(１) 有資格者が、入札参加資格を欠くに至ったとき（次項に規定する場合を除く。） 当該入札参加資格を

欠くに至った日

(２) 有資格者が、建設業法第27条の23第１項の審査（以下「経営事項審査」という。）を受けないとき 有

資格者が直前に受けた経営事項審査の審査基準日（有資格者の事業年度の終了の日をいう。）から起算して

１年７月後の日

(３) 前項の有効期間の末日の属する年の２月１日までに第５条第１項及び第２項の規定による公示が行われ

ないとき ２月１日以降に行う第５条第１項の規定による公示の日から起算して60日を経過した日

３ 有資格者は、入札参加資格を欠くに至った場合（鳥取県建設工事等入札参加者資格停止要綱に定めるところ

により建設工事等の契約の相手方として不適格であると認められた場合であって、施行令第167条の４第２項

各号のいずれにも該当しないときに限る。）は、当該不適格とされた内容に応じて鳥取県建設工事等入札参加

者資格停止要綱で定める期間については、第１項に規定する入札参加資格の有効期間内であっても、入札に参

加することができない。

（資格の引継ぎ）

第８条 入札参加資格は、他者に引き継ぐことができない。ただし、知事が適当と認めたときは、この限りでな

い。

第３章 格付

（格付）

第９条 知事は、次の表の左欄に掲げる発注工種（以下「格付工種」という。）の有資格者（県内に本店を有す

る者に限る。）について、同表の右欄に定める等級に区分して格付を行うものとする。

格 付 工 種 等 級

土 木 一 般 ４等級（Ａ級、Ｂ級、Ｃ級及びＤ級）

建 築 一 般 ３等級（Ａ級、Ｂ級及びＣ級）

と び 等 一 般 ２等級（Ａ級及びＢ級）

ア ス フ ァ ル ト ２等級（Ａ級及びＢ級）

電 気 工 事 ３等級（Ａ級、Ｂ級及びＣ級）



管 工 事 ３等級（Ａ級、Ｂ級及びＣ級）

造 園 工 事 ２等級（Ａ級及びＢ級）

（格付の方法）

第10条 前条の格付（以下単に「格付」という。）は、次に定めるところにより行うものとする。

(１) 次条の規定により有資格者の技術力、経営力等を総合的に反映した点数（以下この章において「総合点

数」という。）を算定し、最下位の等級以外の等級については、総合点数が当該等級ごとに鳥取県建設工事

入札参加資格者格付要綱に定める基準点数（当初審査以外の審査による格付においては、当該当初審査の直

前の当初審査による格付において当該等級に格付をされた有資格者のうち、総合点数が最も低かったものの

総合点数）以上となる者（上位の等級に格付をする者を除く。）を当該等級に格付ける。

(２) 前号の規定にかかわらず、その格付工種について有資格者であった者が引き続き当該格付工種の有資格

者となる場合（以下この号において「継続格付の場合」という。）において、その者が前号の規定によれば

前回の格付における等級より２等級以上上位の等級に格付けられるときは、その者を前回の格付における等

級より１等級上位の等級に格付けし、継続格付の場合以外の場合は、当該格付工種の最下位の等級に格付け

る。

(３) 前２号の規定によれば、別表第３の左欄に掲げる格付工種の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める等

級に格付けられることとなる有資格者が、当該等級について同表の右欄に定める要件を具備していないとき

は、その者を当該等級の直近下位の等級（当該直近下位の等級が同表の中欄に掲げる等級である場合におい

て、その者が当該直近下位の等級について同表の右欄に定める要件を具備していないときは、当該直近下位

の等級の直近下位の等級）に格付ける。

(４) 最下位の等級以外の等級に係る格付（当初審査によるものに限る。）において、前３号の規定によれば

その等級に格付けられることとなる有資格者（この号の規定により当該等級に格付けられる有資格者を含

む。）の中における総合点数の順位が別表第４の左欄に掲げる格付工種及び同表の中欄に掲げる等級の区分

に応じそれぞれ同表の右欄に定める順位を下回る場合は、その者を当該等級の直近下位の等級に格付ける。

（総合点数）

第11条 総合点数は、次項の規定により算定した点数（次項において「客観点数」という。）と第３項の規定に

より算定した点数（第３項及び附則第３項において「主観点数」という。）を合計した点数とする。

２ 客観点数は、有資格者が格付に係る入札参加資格の審査を受ける直前に受けた経営事項審査（第５条第１項

の規定による公示で定める期間内のいずれかの日を審査基準日とするものに限る。）に基づく総合評定値に10

分の６を乗じて得た数と当該経営事項審査の直前に受けた経営事項審査に基づく総合評定値に10分の４を乗じ

て得た数を合算した点数とする。ただし、有資格者が格付前に合併、設立又は営業譲渡等を行った場合の客観

点数の算定方法については、鳥取県建設工事入札参加資格者格付要綱に定めるところによる。

３ 主観点数は、次の表の左欄に掲げる区分ごとに鳥取県建設工事入札参加資格者格付要綱により算定した点数

（同表の中欄に掲げる主観点数の項目につきそれぞれ同表の右欄に定める点数を限度とする。）を合算した点

数とする。

区分 主観点数の項目 点数

加点項目 県が発注した過去の建設工事の工事成績 300点

優良工事（知事が別に定めるところにより優良工事として表彰 20点

し、又は推薦した工事をいう。）の有無

知事が別に定めるところにより建設工事の技術等に関する研修 33点

を受講し、効果があると認めた者の数

ＩＳＯ認証等（国際標準化機構が定めた規格であるＩＳＯ又は 20点

当該規格に準じて知事が別に定める環境管理に係る規格の資格

をいう。）の取得の有無

男女共同参画推進企業（男女共同参画を積極的に推進している ５点



企業として知事が別に定めるところにより認定したものをい

う。）の認定の有無

新分野進出企業（建設業以外の事業分野に進出した企業で知事 10点

が別に定める基準を満たすものをいう。）の確認の有無

減点項目 建設業法第28条第３項の規定による営業停止処分の有無 制限な

建設業法第28条第１項の規定による指示処分の有無 し。

資格停止等（第７条第３項に規定する入札参加資格の停止又は

第34条の規定による入札に参加させない措置という。）の有無

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）

第43条第１項に規定する雇用義務に対する違反の有無

（降格及び昇格）

第12条 格付は、その有効期間中は、他の等級に変更しない。ただし、次の各号に掲げる場合に該当することと

なったときは、それぞれ当該各号に定めるところにより格付の等級を降格させ、又は昇格させるものとする。

(１) 別表第３の中欄に掲げる等級に格付けられた有資格者が、同表の右欄に定める要件を具備しなくなった

とき その者の格付の等級を当該等級の直近下位の等級に降格させる。

(２) 前号の規定により格付の等級を降格した有資格者が、降格前の等級に係る別表第３の右欄に定める要件

を再び具備した場合において、当該有資格者からの申請に基づき知事が適当と認めたとき その者の格付の

等級を降格前の等級に昇格させる。

(３) 有資格者が法人の合併、分割等の当事者となった場合で、知事が当該有資格者の格付を降格させ、又は

昇格させる必要があると認めたとき 知事が必要と認める範囲内でその者の格付の等級を降格させ、又は昇

格させる。

(４) 有資格者が施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当するに至った場合において、知事が当該有

資格者の格付を降格させる必要があると認めたとき 知事が必要と認める範囲内でその者の格付の等級を降

格させる。

(５) 前各号に掲げるもののほか、知事が有資格者の格付を降格させ、又は昇格させる必要があると特に認め

たとき 知事が必要と認める範囲内でその者の格付の等級を降格させ、又は昇格させる。

（名簿登載等）

第13条 知事は、第10条の規定により格付を行い、又は前条ただし書の規定により格付の等級を降格させ、若し

くは昇格させた場合には、第６条第３項の入札参加資格者名簿に当該格付に係る等級、総合点数及びその算定

内訳を登載するとともに、これらの事項を当該格付を受けた有資格者に通知するものとする。

（有効期間）

第14条 格付の有効期間については、第７条の規定を準用する。

第４章 入札の実施

（入札方式）

第15条 請負対象設計金額（建設工事に係る請負契約の対象となる部分の設計金額をいう。以下この章において

同じ。）が次の表の左欄に掲げる額の建設工事の請負契約又は委託対象設計金額（測量等業務に係る委託契

約の対象となる部分の設計金額をいう。以下この項において同じ。）が同表の中欄に掲げる額の測量等業務

の委託契約は、それぞれ同表の右欄に定める入札の方式により相手方を決定するものとする。

請負対象設計金額 委託対象設計金額 入札の方式

250万円以上3,000 100万円以上500万 限定公募型指名競争入札（有資格者であることのほか、当該有

万円未満 円未満 資格者の事業所の所在地、当該契約に係る建設工事等についての

経験又は技術的適性の有無その他建設工事等の適正な実施と入札

の公平な執行のために必要な資格（以下この章において「応募条



件」という。）を定めて入札者を公募し、これに応募した有資格

者のうち当該応募条件を具備するものの中から、建設工事にあっ

ては鳥取県建設工事指名競争入札指名業者選定要綱、測量等業務

にあっては鳥取県測量等業務指名競争入札指名業者選定要綱に定

めるところにより入札者を選定して行う指名競争入札をいう。以

下同じ。）

3,000万 円 以 上 500万 円 以 上 制限付一般競争入札（施行令第167条の５の２の規定に基づ

24億1,000万円未満 ２億4,000万円未満 き、有資格者であることのほか、当該有資格者の事業所の所在地

又は当該契約に係る建設工事等についての経験若しくは技術的適

性の有無等に関する必要な資格を定めて行う一般競争入札をい

う。以下同じ。）

24億1,000万円以上 ２億4,000万円以上 一般競争入札（制限付一般競争入札を除く。）

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる建設工事等については、同項の表の右欄に定める入札の方式以外の入

札の方法又は随意契約の方法により当該建設工事等の契約を締結することができる。

(１) 災害復旧、適期施工等のため直ちに発注する必要があると知事が認めた建設工事等

(２) 建設工事等の内容、規模等からみて、前項の表の右欄に定める入札の方式以外の入札の方法又は随意契

約の方法によることが適当と知事が認めた建設工事等

（本店の所在地に関する応募条件）

第16条 県内に本店を有する有資格者によって円滑かつ適正に実施できると見込まれる建設工事等の制限付一般

競争入札又は限定公募型指名競争入札（以下この条及び次条においてこれらを「県内向け公募型入札」とい

う。）を行う場合においては、当該県内向け公募型入札に参加しようとする有資格者の本店の所在地に関し、

次の表の左欄に掲げる建設工事等の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める応募条件を設けるものとする。

区 分 応 募 条 件

測量等業務 有資格者の本店（別表第５の左欄に掲げる

建 港湾工事 建設工事等（請負対象設計金額又は委託対象

設 港湾 請負対象設計金額が6,000万円以上のもの 設計金額（以下これらを「設計金額」とい

工 工事 う。）が同表の中欄に掲げる金額以上のもの

事 以外 に限る。）を入札に付する場合において、県

のも 外に本店を有する有資格者が同表の右欄に掲

の げる条件を具備しているときは、県内に有す

る営業所のうち当該有資格者が県内の営業拠

点としてあらかじめ指定するものを含む。）

の所在地が県内にあること。

請負対象 東部総合事務所又は八頭総合事務所の 有資格者の本店の所在地が左欄に定める所

設計金額 所管区域内で施工されるもの 管区域内にあること。

が6,000 中部総合事務所の所管区域内で施工さ 有資格者の本店の所在地が左欄に定める所

万円未満 れるもの 管区域内にあること。

のもの 西部総合事務所又は日野総合事務所の 有資格者の本店の所在地が左欄に定める所

所管区域内で施工されるもの 管区域内にあること。

２ 港湾工事以外の建設工事で請負対象設計金額が6,000万円未満のものの県内向け公募型入札を行う場合にお

いて、前項の表の右欄に定める応募条件を設けると当該県内向け公募型入札に20以上の数の入札者が見込めな

いときは、当該応募条件を変更し、本店の所在地に関する区域を拡大するものとする。この場合において、同



欄中「左欄に定める所管区域内」とあるのは、「左欄に定める所管区域又はこれに隣接する総合事務所（有資

格者の本店の所在地が東部総合事務所、八頭総合事務所、西部総合事務所又は日野総合事務所の所管区域内に

あるときは中部総合事務所とし、有資格者の本店の所在地が中部総合事務所の所管区域内にあるときは東部総

合事務所及び八頭総合事務所（建設工事の主な施工現場が一級河川天神川水系天神川右岸東側及びこれに相当

する位置にある場合に限る。）又は西部総合事務所及び日野総合事務所（建設工事の主な施工現場が一級河川

天神川水系天神川右岸西側及びこれに相当する位置にある場合に限る。）とする。）の所管区域内」とする。

３ 前項の規定により本店の所在地に関する区域を隣接する総合事務所の所管区域内まで拡大した場合において

もなお12以上の数の入札者が見込めないときは、第１項の表の右欄中「左欄に定める所管区域内」とあるの

は、「県内」とする。

（格付等級に関する応募条件）

第17条 格付工種に該当する建設工事の県内向け公募型入札を行う場合においては、当該建設工事の格付工種及

び請負対象設計金額に応じ、当該県内向け公募型入札に参加しようとする有資格者が次の表に定める等級に格

付けられていることを応募条件として設けるものとする。

格付工種

土木一般 建築一般 とび等一般 電気工事及 アスファル 造園工事

請負対象 び管工事 ト

設計金額

Ｄ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ

300万円未満

300万円以上 Ｂ

400万円未満

400万円以上 Ａ

800万円未満

800万円以上 Ａ

1,000万円未満

1,000万円以上 Ｃ

1,500万円未満

1,500万円以上 Ａ

2,000万円未満

2,000万円以上 Ｂ Ａ

3,000万円未満

3,000万円以上 Ｂ

4,000万円未満

4,000万円以上 Ａ

6,000万円未満

6,000万円以上 Ａ

２ 知事は、建設工事の内容、規模等からみて必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、県内向け

公募型入札に参加しようとする有資格者の格付の等級に関し、同項の規定と異なる応募条件を設けることが

できる。

（その他の応募条件）

第18条 知事は、建設工事等の制限付一般競争入札又は限定公募型指名競争入札を行う場合においては、前２条

に規定する応募条件のほか、次に掲げる応募条件を設けるものとする。

(１) 当該入札に係る建設工事の施工現場に専任で配置することができる技術者（当該建設工事等の内容、規



模等からみて知事が必要と認めた資格を有する者をいう。次項第２号及び第３号において同じ。）の追加に

関すること。

(２) 当該入札に参加する有資格者の経営状況に関すること。

(３) 測量等業務の成果品に対する重点的かつ詳細な履行確認の実施に関すること。

２ 知事は、建設工事等の制限付一般競争入札又は限定公募型指名競争入札を行う場合において、当該入札に係

る建設工事等の内容、規模等からみて必要があると認めるときは、前項各号に定めるものに加え、さらに次に

掲げる応募条件を設けることができる。

(１) 当該入札に係る建設工事等と同種同程度の建設工事等の実績（次号において「同種工事等実績」とい

う。）を有すること。

(２) 当該入札に係る建設工事等に従事する技術者の資格に関すること及び当該技術者が同種工事等実績を有

すること。

(３) 県内の本店又は営業所に従事する技術者の数、資格等に関すること。

(４) 前３号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事項に関すること。

（調達公告）

第19条 知事は、建設工事等を一般競争入札、制限付一般競争入札又は限定公募型指名競争入札に付そうとする

ときは、次に掲げる事項（限定公募型指名競争入札の場合は、第４号及び第８号を除く。）を新聞、掲示そ

の他の方法により公告するものとする。

(１) 当該入札に係る建設工事等の名称及び実施場所

(２) 当該入札に係る入札参加資格及び応募条件

(３) 当該入札に係る契約条項を示す場所

(４) 入札保証金に関する事項

(５) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一

般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（第24

条第２項において「郵便等」という。）による入札の可否

(６) 電子入札（知事の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と入札者の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行う入札をいう。第25条から第

27条までにおいて同じ。）の適用の有無

(７) 施行令第167条の10の２第３項に規定する総合評価一般競争入札又は第167条の12第４項に規定する総合

評価指名競争入札（第32条第２項においてこれらを「総合評価競争入札」という。）の方法による場合は、

その旨及び落札者決定基準

(８) 開札の場所及び日時

(９) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事項

２ 前項の規定による公告（次条第１項及び附則第２項において「調達公告」という。）は、その開札期日の前

日から起算して、次の各号に掲げる建設工事等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める日前にするものとす

る。この場合において、鳥取県の休日を定める条例（平成元年鳥取県条例第５号）第１条第１項に規定する

県の休日（以下「休日」という。）の日数は、算入しないものとする。

(１) 予定価格が500万円未満の建設工事等 ３日

(２) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の建設工事等 10日

(３) 予定価格が5,000万円以上の建設工事等 15日

３ 前項の規定にかかわらず、知事は、急施を要する建設工事等を入札に付そうとするとき、又は入札者若しく

は落札者がない場合若しくは落札者が契約を締結しない場合において、さらに入札に付そうとするときは、同

項第２号又は第３号に規定する期間を５日以内に限り短縮することができる。

（応募者の審査）

第20条 知事は、調達公告に応募した者（以下この条から第22条までにおいて「応募者」という。）が入札参加

資格及び応募条件を具備しているか否かを審査し、限定公募型指名競争入札においてはその結果をあらかじめ



応募者に通知し、又は公表するものとする。

２ 前項の規定により知事から入札者として指名する旨の通知を受けた応募者以外の者は、限定公募型指名競争

入札に参加することができない。

（入札者の指名）

第21条 知事は、限定公募型指名競争入札においては、前条第１項の規定による審査の結果、入札参加資格及び

応募条件を具備していると認められた応募者の中から、原則として、建設工事の入札にあっては20以上、測量

等業務の入札にあっては10以上の者を指名するものとする。

（不指名理由の説明）

第22条 限定公募型指名競争入札において、第20条第１項の規定により知事から入札者として指名する旨の通知

を受けた応募者以外の者は、知事に対して書面によりその理由の説明を求めることができる。

２ 知事は、前項の規定により応募者から説明を求められたときは、当該説明を求められた日から起算して６日

以内に、書面により当該応募者に回答するものとする。この場合において、休日の日数は、算入しないもの

とする。

（入札保証金）

第23条 知事は、入札者に、当該入札者の見積る入札金額の100分の５以上の入札保証金を納めさせなければな

らない。ただし、入札者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納

めさせないことができる。

(１) 保険会社との間で鳥取県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証券を提出したとき。

(２) 入札参加資格者名簿に登録されており、落札後契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(３) 予定価格が少額であり、落札後契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

２ 前項の入札保証金は、次条第１項の規定により入札書（入札者の入札金額を記載した書面をいう。以下この

章及び様式第１号において同じ。）を知事に提出する際に納付するものとする。

（入札の手続）

第24条 入札者は、入札書（様式第１号）を作成し、封かんの上、これを指定の日時までに定められた場所へ提

出しなければならない。

２ 入札者は、入札を郵便等により行うことができる。この場合において、入札書と入札保証金及び関係書類と

は別封にしなければならない。

３ 入札者は、第三者を代理人として入札に関する行為を行わせようとするときは、あらかじめその委任状（様

式第２号）を知事に提出しなければならない。

（電子入札）

第25条 知事は、次の表の左欄に掲げる建設工事等の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める設計金額以上の入

札を行う場合には、電子入札により行うものとする。ただし、同表の右欄に定める設計金額に満たない建設工

事等の入札を行う場合において、当該入札に参加すると見込まれる有資格者のすべてが電子入札を行う上で支

障がないと認められるときは、電子入札により入札を行うことができる。

区 分 設計金額

建設工事 3,000万円

測量等業務 200万円

２ 電子入札の入札者は、あらかじめ入札保証金を納付した上で、前条第１項の規定による入札書の提出に代え

て、入札金額その他所定の情報を記録した電磁的記録を、指定の日時までに、知事の使用に係る電子計算機に

備えられたファイル（次項、次条第２項及び第27条において「電子入札ファイル」という。）に記録しなけれ

ばならない。

３ 前項の入札金額その他所定の情報は、電子入札ファイルへの記録がされた時に県に到達したものとみなす。

４ 前３項に規定するもののほか、電子入札に関し必要な事項は、鳥取県建設工事等電子入札執行要領に定める



ところによる。

（入札書の訂正等）

第26条 入札者は、入札書の記載事項についてまっ消、訂正又は挿入をしたときは、これに印を押さなければな

らない。ただし、入札金額は、これを改めることができない。

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札の場合にあっては、入札者は、入札金額その他所定の情報を記録した電

磁的記録を電子入札ファイルに記録した後は、当該記録した事項についてまっ消、訂正又は挿入をすることが

できない。

（予定価格の作成）

第27条 知事は、その入札に付する建設工事等の価格を当該建設工事等に関する仕様書、設計書等によって予定

し、次条第１項の規定により予定価格を入札の執行前に公表する場合を除くほか、その予定価格を記載した

書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、電子入札の場合にあって

は、書面による作成に代えて、予定価格を記録した電磁的記録を電子入札ファイルに記録するものとする。

（予定価格の入札執行前の公表）

第28条 知事は、県の財産上の利益を不当に害するおそれその他入札の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある

場合を除くほか、予定価格を入札の執行前に公表するものとする。

２ 前項に規定するもののほか、予定価格の公表に関し必要な事項は、知事が別に定める。

（予定価格の決定方法）

第29条 予定価格は、入札に付する建設工事等の価格の総額について、建設工事等の施工又は履行の難易、工期

又は履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

（調査基準価格）

第30条 知事は、建設工事の入札について、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした入札者

の当該申込みに係る最低の入札金額が施行令第167条の10第１項又は第167条の10の２第２項（施行令第167条

の13において準用する場合を含む。）の規定に該当するか否かの調査（第32条第１項第２号において「低入札

価格調査」という。）を必要に応じて行うため、その基準となる価格（次項及び次条第３項において「調査基

準価格」という。）を設けることができる。

２ 調査基準価格は、入札に係る建設工事の予定価格の10分の8.5から３分の２までの範囲内において定めるも

のとする。

（最低制限価格）

第31条 知事は、建設工事の内容に適合した履行を確保するため、施行令第167条の10第２項（施行令第167条の

13において準用する場合を含む。）の規定により最低制限価格（以下この条及び次条第１項第３号において

単に「最低制限価格」という。）を設けることができる。

２ 最低制限価格は、入札に付する建設工事の予定価格の10分の8.5から３分の２までの範囲内において、当該

建設工事の経費の積算についての内訳に応じて定めるものとする。

３ 一般競争入札（制限付一般競争入札を除く。）又は調査基準価格を設ける入札においては、第１項の規定に

かかわらず、最低制限価格は設けない。

（落札者の決定）

第32条 入札における落札者は、次の各号のいずれにも該当しない入札者で、予定価格の制限の範囲内で最低の

価格をもって申込みをしたものとする。

(１) 当該入札に係る入札参加資格又は応募条件を具備していなかったことが判明した入札者

(２) 低入札価格調査の結果、落札者とすべきでないと判断された入札者

(３) 最低制限価格を下回る入札価格が記載された入札書を提出した入札者

(４) 前３号に掲げるもののほか、入札において重大な不備等があった入札者（鳥取県建設工事等電子入札執

行要領又は鳥取県建設工事等紙入札執行要領で定めるものに限る。）

２ 予定価格が2,500万円以上の建設工事の入札における落札者の決定は、できる限り総合評価競争入札によ

り、価格その他の条件を勘案して行うものとする。この場合において、落札者の決定は、前項の規定にかかわ



らず、鳥取県建設工事総合評価競争入札実施要領に定めるところにより行う。

３ 知事は、前項の規定により落札者を決定したときは、その旨を入札者全員に通知するものとする。

（限定公募型以外の指名競争入札）

第33条 第23条から前条までに定めるところによるほか、限定公募型指名競争入札以外の指名競争入札の実施に

ついて必要な事項は、鳥取県建設工事指名競争入札指名業者選定要綱又は鳥取県測量等業務指名競争入札指名

業者選定要綱に定める。

第５章 入札への参加制限

（入札参加制限）

第34条 知事は、有資格者が施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めるときは、鳥取県建設

工事等入札参加資格者資格停止要綱に定めるところにより、情状等に応じて24月以下の期間を定め、当該有資

格者を入札に参加させないものとする。

（入札参加制限の期間中の取扱い）

第35条 知事は、前条の規定による入札に参加させない措置（以下この章及び様式第３号において「入札参加制

限」という。）の期間中は、当該入札参加制限を受けた有資格者（以下この条において「入札参加制限者」と

いう。）を建設工事等の入札に参加させ、又は当該入札参加制限者と契約を締結してはならない。ただし、特

殊な技術又は急施を要する建設工事等その他知事がやむを得ないと認める建設工事等の入札又は契約について

は、この限りでない。

２ 知事は、未執行の指名競争入札において現に入札者として指名している有資格者が入札参加制限を受けた場

合は、直ちに当該指名を取り消すものとする。

３ 入札参加制限者は、当該入札参加制限の期間中は建設工事等の下請負者（測量等業務の全部又は一部を受注

者等から再委託された者を含む。以下この章及び様式第３号において同じ。）となることができない。入札参

加制限に係る建設工事等の有資格者でない下請負者（第39条第２項において「無資格の下請負者」という。）

であって、当該入札参加制限に係る事案について責任を負うべきものについても、同様とする。

（下請負者の入札参加制限）

第36条 知事は、建設工事等の契約を締結した者（以下この条において「元請負者」という。）の入札参加制限

を行う場合において、当該入札参加制限に係る事案について責任を負うべき下請負者（有資格者に限る。）が

あるときは、当該元請負者の入札参加制限の期間の範囲内で情状等に応じて期間を定め、当該下請負者の入札

参加制限を行うことができる。

（共同企業体の入札参加制限）

第37条 知事は、共同企業体（現存する２以上の事業者が共同して建設工事等を施工し、又は履行するために用

いる共同経営の方式をいう。以下この条において同じ。）が施工し、又は履行する建設工事等に関しその構成

員（以下この条において「原因構成員」という。）の入札参加制限を行うときは、当該原因構成員の入札参加

制限の期間の範囲内で情状等に応じて期間を定め、当該共同企業体の有資格者である他の構成員の入札参加制

限を行うことができる。ただし、明らかに当該入札参加制限に係る事案について責任を負わないと認められる

者については、この限りでない。

（事情聴取）

第38条 知事は、入札参加制限を行うに当たり必要があると認めるときは、その対象となる有資格者その他の関

係者から、あらかじめ事情を聴取するものとする。

（入札参加制限の通知等）

第39条 知事は、入札参加制限を行ったときは、その対象となる有資格者に対し、入札参加制限通知書（様式第

３号）により入札参加制限の理由、期間その他必要な事項を通知するものとする。

２ 知事は、無資格の下請負者が当該入札参加制限に係る事案について責任を負うべきものであると認めたとき

は、当該下請負者に対し有責認定通知書（様式第４号）により認定の理由及び下請等を認めない期間を通知す

るものとする。

３ 前２項の規定による通知は、原則として、当該入札参加制限に係る事案の事実関係を確認した日の翌日から



起算して20日以内に行うものとする。この場合において、休日の日数は、算入しないものとする。

４ 知事は、入札参加制限（第２項の規定による認定を含む。以下この項、次条及び第41条において同じ。）を

行ったときは、次に掲げる事項を速やかに公告するものとする。

(１) 入札参加制限を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地

(２) 入札参加制限の期間

(３) 入札参加制限の理由

（入札参加制限の期間の変更等）

第40条 知事は、入札参加制限を受けた者について、当該入札参加制限の期間内に情状酌量すべき特別の事由又

はより悪質と認められる事由が明らかとなったときは、当該入札参加制限の期間を短縮し、又は24月を超えな

い範囲内で延長することができる。

２ 知事は、入札参加制限を受けた者が、当該入札参加制限の期間内に当該入札参加制限に係る事案について責

任がないことが明らかとなったときは、直ちにこれを解除するものとする。

３ 前２項の場合において、知事は、その対象となる有資格者に対し、入札参加制限の期間の短縮若しくは延長

又は入札参加制限の解除の理由、入札参加制限の期間その他必要な事項を通知するものとする。

４ 前項の規定による通知は、原則として、当該入札参加制限の期間の変更等に係る事案の事実関係を確認した

日の翌日から起算して20日以内に行うものとする。この場合において、休日の日数は、算入しないものとす

る。

（不服の申出）

第41条 第39条第１項又は第２項の規定による通知（前条第３項の規定により同条第１項に規定する入札参加制

限の期間の延長についてなされた通知を含む。）により入札参加制限を受けた者は、当該通知を受けた日の翌

日から起算して10日以内に、知事に対し、これに対する不服を申し出ることができる。この場合において、休

日の日数は、算入しないものとする。

２ 知事は、前項の規定による申出（以下この条において「不服申出」という。）を受けた場合において、当該

不服申出に係る入札参加制限が鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱により定めた鳥取県建設工事等

入札・契約審議会（以下この項及び第６項において「審議会」という。）に意見を聴くべき案件（第６項にお

いて「審議会案件」という。）に該当するときは、当該不服申出に対して次項又は第４項の規定による措置

（第５項及び第６項において「対応措置」という。）を講ずるに当たり、あらかじめ審議会の意見を聴くもの

とする。

３ 知事は、不服申出に理由がないときは、当該不服申出を棄却するものとする。

４ 知事は、不服申出に理由があるときは、当該不服申出に係る入札参加制限の全部又は一部を取り消すものと

する。

５ 対応措置は、原則として、不服申出を受けた日の翌日から起算して20日以内に行うものとする。この場合に

おいて、休日の日数は、算入しないものとする。

６ 知事は、対応措置を行った場合において、当該不服申出に係る入札参加制限が審議会案件以外のものである

ときは、当該対応措置の内容を審議会に報告するものとする。

第６章 情報公開

（情報公開）

第42条 知事は、建設工事等の入札制度の恣意的な運用又は談合を防止するため、知事が有する入札又は契約に

関する情報をできる限り公表し、その透明性を高めるよう努めるものとする。

２ 建設工事等の入札又は契約に関する情報の公開に関し必要な事項は、公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律（平成12年法律第127号）、鳥取県情報公開条例（平成12年鳥取県条例第２号）及び鳥取県建

設工事等入札・契約審議会条例（平成14年鳥取県条例第68号）に定めるもののほか、知事が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成19年８月１日から施行する。



（経過措置等）

２ この規則は、この規則の施行の日以後に調達公告（第33条に規定する限定公募型指名競争入札以外の指名

競争入札により契約の相手方を決定する場合にあっては、当該入札に参加することができる者の指名。以下こ

の項において同じ。）を行う建設工事等について適用し、同日前に調達公告を行う建設工事等については、な

お従前の例による。

３ この規則の施行の日前に県から指名競争入札に係る指名停止（鳥取県建設工事等入札参加資格者指名停止措

置要綱に定めるところにより建設工事等の契約の相手方として不適格であると認められた者に対し、入札に参

加させないこととする措置をいう。以下この項において同じ。）を受けた者について、第11条第３項の規定に

より平成21年度までの間に行う主観点数の算定については、当該指名停止を勘案して行うものとする。この場

合において、同項の表の減点項目の項中「資格停止等」とあるのは、「指名停止（鳥取県建設工事等入札参加

資格者指名停止措置要綱に定めるところにより建設工事等の契約の相手方として不適格であると認められた者

に対し、入札に参加させないこととする措置をいう。）又は資格停止等」と読み替えるものとする。

４ 教育委員会事務局（本庁組織を除く。以下この項において同じ。）及び警察本部が発注する建設工事等の入

札については、第18条第１項第２号（教育委員会事務局に限る。）、第25条、第26条第２項及び第27条ただし

書の規定は、当分の間、適用しない。

別表第１（第４条関係）

建設業の許可区分 発注工種

土木一式工事 土木一般

プレストレスト・コンクリート

港湾工事

土木解体

建築一式工事 建築一般

建築解体

大工工事 大工工事

左官工事 左官工事

とび・土工・コンクリート工事 とび等一般

交通安全施設

法面一般

法面植生工

法面保護工

落石防止網工

アンカー工

石工事 石工事

屋根工事 屋根工事

電気工事 電気工事

管工事 管工事

タイル・れんが・ブロック工事 タイル等工事

鋼構造物工事 鋼構造物一般

鋼橋

鉄筋工事 鉄筋工事

ほ装工事 ほ装一般

アスファルト

しゅんせつ工事 しゅんせつ工事

板金工事 板金工事



ガラス工事 ガラス工事

塗装工事 塗装一般

区画線工

防水工事 防水工事

内装仕上工事 内装一般

畳工

機械器具設置工事 機械器具設置工事

熱絶縁工事 熱絶縁工事

電気通信工事 電気通信工事

造園工事 造園工事

さく井工事 さく井工事

建具工事 建具工事

水道施設工事 水道施設工事

消防施設工事 消防施設工事

清掃施設工事 清掃施設工事

別表第２（第４条関係）

測量等業務の種別

測量業務

土木関係建設コンサルタント業務

建築関係建設コンサルタント業務

地質調査業務

補償関係コンサルタント業務

別表第３（第10条、第12条関係）

格付工種 等級 要 件

土木一般 Ａ (１) 基準日（知事が別に定める日をいう。以下この表において同じ。）にお

いて、有資格者の代表者以外に１級技術者（建設業法第15条第２号イ又はハ

に掲げる基準を満たす者をいう。以下この表において同じ。）を４名以上有

すること。そのうち３名以上は、基準日において当該有資格者に６月以上継

続して雇用されている者のうち、国、地方公共団体又は法人税法（昭和40年

法律第34号）別表第１に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）を発注者

とする建設工事を５年以内に直接請け負った者の現場代理人又は主任技術者

（建設業法第26条第１項に規定する者をいう。）若しくは監理技術者（建設

業法第26条第２項に規定する者をいう。）として勤務した経験を有するもの

であること。

(２) 建設業法別表第１の下欄に掲げる土木工事業について、特定建設業の許

可（同法第３条第６項に規定するものをいう。以下この表において同じ。）

を受けていること。

Ｂ 基準日において１級技術者を１名以上有すること。

建築一般 Ａ (１) 基準日において１級技術者を３名以上有すること。

(２) 建設業法別表第１の下欄に掲げる建築工事業について、特定建設業の許

可を受けていること。

Ｂ 基準日において１級技術者を１名以上有すること。

管工事 Ａ (１) 基準日において１級技術者を２名以上有すること。



(２) 基準日において１級技能士（職業能力開発促進法（昭和 44年法

律第 64号）第 44条の規定に基づく技能検定（以下この表におい

て単に「技能検定」という。）のうち、検定職種を１級の配管

（職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和 48年政令第 98

号）による改正後の配管にあっては、選択科目を「建築配管作

業」とするものに限る。）、空気調和設備配管、給排水衛生設

備配管又は配管工とするものに合格した者をいう。）を２名以

上有すること。

Ｂ (１) １級技術者又は２級技術者（建設業法第27条第１項の規定により実施さ

れる管工事施工管理の技術検定に合格した者のうち、２級の検定に合格した

ものをいう。）を１名以上有すること。

(２) 基準日において１級又は２級の技能士（技能検定のうち、検定職種を１

級又は２級の配管とするものに合格した者をいう。）を１名以上有するこ

と。

電気工事 Ａ (１) 基準日において１級技術者を２名以上有すること。

(２) 基準日において第１種電気工事士（電気工事士法（昭和35年法律第139

号）第３条第１項に規定する者をいう。以下この表において同じ。）を２名

以上有すること。

Ｂ (１) 基準日において１級技術者又は２級技術者（建設業法第27条第１項の規

定により実施される電気工事施工管理の技術検定に合格した者のうち、２級

の検定に合格したものをいう。）を１名以上有すること。

(２) 基準日において第１種電気工事士を１名以上有すること。

造園工事 Ａ (１) 基準日において１級技術者を１名以上有すること。

(２) 基準日において１級技能士（技能検定のうち、検定職種を１級の造園と

するものに合格した者をいう。）を１名以上有すること。

別表第４（第10条関係）

格付工種 等級 順位

Ａ 140

土木一般 Ｂ 175

Ｃ 知事が別に定める。

建築一般 Ａ 45

Ｂ 70

アスファルト Ａ 65

別表第５（第16条関係）

区 分 設計金額 条 件

建 港湾工事 制限なし。 県内の営業所に職員を20名（フローティングドック（クレーン及び注排

設 水設備を有するケーソン（水中構造物として使用される鉄筋コンクリート

工 製の大型の箱型の基礎をいう。以下この表において同じ。）製作用の凹型

事 の台船をいう。）又はドルフィンドック（注排水設備を有するケーソン製

作用の凹型の台船のうち、ケーソン製作時に海底に着底することができる

ものをいう。）を自ら使用していないときは他の建設業者（建設業法第２

条第３項に規定する者をいう。）に貸与することができる者（以下この表

において「ドック提供者」という。）にあっては、10名）以上、かつ、土



木施工管理技士（建設業法第27条第１項の規定により実施される土木施工

管理の技術検定に合格した者をいう。）を10名（ドック提供者にあって

は、５名）以上常に備えていること。

電気工事 6,000万円 第５条第１項の規定による公示で定める期間内のいずれかの日を審査基

準日とする経営事項審査に基づく電気工事の総合評定値が1,000点以上あ

り、かつ、県内の営業所に20名以上の技術者（建設業法第７条第２号イ、

ロ又はハに掲げる基準を満たす者をいう。）を常に備えていること。

測量等業務 制限なし。 次に掲げる条件のすべてに該当すること。

(１) 県内の営業所に土木工事の測量等業務に係る技術者（当該測量等

業務について１年以上の実務経験を有する者をいう。）を20名以上常

に備えていること。

(２) 県内の営業所に技術士（技術士法（昭和58年法律第25号）第６条

の規定により実施される第二次試験（技術部門を土木工事の測量等業

務に係るものとするものに限る。）に合格し、かつ、同法第32条第１

項の登録を受けている者をいう。以下この表において同じ。）を２名

以上常に備えていること。

(３) 県内の営業所に技術士又はＲＣＣＭ資格保有者（社団法人建設コ

ンサルタンツ協会の行うシビルコンサルティングマネージャの資格試

験（技術部門を土木工事の測量等業務に係るものとするものに限

る。）に合格し、その登録を受けている者をいう。）を５名以上常に

備えていること。

様式第１号（第24条関係）

入 札 書（第 回）

職 氏 名 様

鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則、鳥取県建設工事執行規則、鳥取県会計規則、図面、仕様書、

現場説明書等を熟覧の上、次のとおり入札します。

年 月 日

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

建設工事（測量等業務）の名称

建設工事（測量等業務）の場所

入 札 金 額 金 円

備考



１ 入札書は、封かんの上、表面に建設工事等の名称及び場所並びに住所、商号又は名称及び代表者の氏

名を記載すること。

２ 入札金額は、算用数字で記載すること。

様式第２号（第24条関係）

委 任 状

職 氏 名 様

私は、氏名 を代理人と定め、次の建設工事（測量等業務）に関する入札の一切の権限を委任します。

年 月 日

委任者 住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

受任者 氏 名 印

建設工事（測量等業務）の名称

建設工事（測量等業務）の場所

様式第３号（第39条関係）

入札参加制限通知書

第 号

商号又は名称 様

このたびの貴社の行為は、建設工事（測量等業務）の受注者としての社会的期待及び責任に照らし、あって

はならないものです。

よって、今後本県が発注するすべての建設工事（測量等業務）の入札参加資格を、下記のとおり停止するこ

ととしましたので通知します。

なお、この措置に不服があるときは、鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則第41条第１項の規定によ

り、この通知を受けた日の翌日から起算して10日（休日の日数は、算入しない。）以内に、その旨申し出るこ

とができます。

年 月 日

職 氏 名 印



記

１ 理 由

２ 入札参加制限の期間 年 月 日から 年 月 日まで

３ そ の 他

入札参加制限の期間中は、本県が行う建設工事（測量等業務）の下請負者となることもできません。

様式第４号（第39条関係）

有責認定通知書

第 号

商号又は名称 様

このたびの貴社の行為は、建設工事（測量等業務）を施工（履行）する者としての社会的期待及び責任に照

らし、あってはならないものです。

よって、今後本県が発注するすべての建設工事（測量等業務）の下請等を行うことについて、下記に掲げる

期間は認めないこととしましたので通知します。

なお、この措置に不服があるときは、鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則第41条第１項の規定によ

り、この通知を受けた日の翌日から起算して10日（休日の日数は、算入しない。）以内に、その旨申し出るこ

とができます。

年 月 日

職 氏 名 印

記

１ 理 由

２ 期 間 年 月 日から 年 月 日まで


